
平成 23 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長）

（経済産業省）

制 度 名 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例（中小企業高度化事業）

税 目

所得税（租税特別措置法第３７条第１項の表第７号
同法施行令第２５条第１１項第２号
同法施行規則第１８条の５第５項第１号）

（租税特別措置法第３７条の４
同法施行令第２５条の３）

法人税（租税特別措置法第６５条の７第１項の表第７号、第６８条の
７８第１項の表第７号
同法施行令第３９条の７第５項第２号、第３９条の１０６
同法施行規則第２２条の７第７項第１号、第２２条の６９）

（租税特別措置法第６５条の８、第６８条の７９
同法施行令第３９条の７第４０項、４１項）

（租税特別措置法第６５条の９、第６８条の８０
同法施行令第３９条の７第５９項、６０項）

要

望

の

内

容

適用期限を２年間延長する。

平年度の減収見込額
（制度自体の減収額）

－ 百万円
（ － 百万円）



新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由

⑴ 政策目的

（政策目的）

高度化制度は、中小企業の事業環境の整備、経営基盤の強化を目的に、個々
の中小企業が単独では行えないような比較的大規模な設備投資を共同で行うこ
とを支援するものであり、独立行政法人中小企業基盤整備機構と都道府県が協
調し、事業成果の向上を図るため事業計画に対する診断・助言を行うととも
に、長期・低利の融資を行っている。

（根拠）

なお、高度化制度は、中小企業基本法（昭和３８年７月）において「国は、
中小企業者が相互にその経営資源を補完することに資するため、中小企業者の
交流又は連携の推進、中小企業者の事業の共同化のための組織の整備、中小企
業者が共同して行う事業の助成その他の必要な施策を講ずるものとする。（第
１６条）」、「国は、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域におい
て、同種の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に
連携しつつ行っている産業の集積の活性化を図るために必要な施策を講ずるも
のとする。（第１７条）」こととして、位置づけられている。

また独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成１４年１２月）では、「中
小企業者に対し、他の事業者との連携もしくは事業の共同化を行い、又は中小
企業者の集積の活性化に寄与する事業を行うのに必要な資金の貸付を行うこ
と。」（第１５条第１項第３号ロ）、「中小企業者の行う連携等又は中小企業
の集積の活性化を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資
金の貸付けを行うこと。」（同ハ）と定められており、以上のとおり、高度化
制度は政策的に重要なものとして位置づけられている。

⑵ 施策の必要性

中小企業者が集団化事業を実施する際には、旧来の事業場等から新たな団地
に移転・進出するため、土地、建物、機械等の取得に多額の資金を要する。

保有資産を売却・交換して団地へ進出する際に、売却・交換時の譲渡益に対
する税負担を繰り延べる本措置は、通常、資金繰りが逼迫している中小企業者
にとって高度化事業開始時における投資のための自己資金を充実させることに
なり、高度化事業の効果を高める。

今

回

の

要

望

に

関

連

す

る

事

項

合

理

性

政 策 体 系

に お け る

政策目的の

位 置 付 け

４．中小企業・地域経済産業政策
２１．経営革新・創業促進

政 策 の

達成目標

中小企業の事業環境整備を図り、経営基盤の強化を図る。具
体的には、中小企業の行う他の事業者との連携、事業の共同
化、又は中小企業の集積の活性化を図ることにより、中小企業
の健全な成長発展を図る。

租税特別措

置の適用又

は延長期間

２年間

同上の期間

中 の 達 成

目 標

移転後（買換特例利用後）活用企業の５年間における経常利益
の前年比増加率を平均１．０％以上とする。

政策目標の

達 成 状 況

平成１８年度に移転し、本特例を利用したＡ協同組合Ｂ株式
会社の移転後の平成２１年度までの経常利益の単年度平均増加
率は２５％。
平成１９年度に移転し、本特例を利用したＣ協同組合Ｄ株式

会社の移転後の平成２１年度までの経常利益の単年度平均増加
率は５８％。



有

効

性

要 望 の

措 置 の

適用見込み

年度 Ｈ２３ Ｈ２４
高度化実施組合数 ２ ２
うち適用者数 ３ ５

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性)

本措置により、通常、資金繰りが逼迫している中小企業者に

とって、高度化事業開始時において投資に向けられる自己資金

を充実させることとなり、高度化事業の効果を高めることがで

きる。

また仮に当該措置がなかった場合には、自己資金が不足し、

借入金が増加する中で、生産性向上のための投資ができなくな

る。さらに、自己資金の不足により高度化事業に参加できる中

小企業が限定されることで、高度化事業の条件である一定の組

合員数の確保ができず高度化事業自体の実施が困難になり、中

小企業の経営基盤の強化等を図る機会が失われる恐れがある。

相

当

性

当該要望項

目以外の税

制上の支援

措 置

以下のとおり、高度化事業に関する地方税及び国税の特例がある
が、対象、目的が違い、役割分担がなされている。
（国税）
・土地の譲渡所得の特別控除
→組合に用地を売却する土地の所有者に税負担を軽減すること

で、土地の売却の円滑化を図るもの
対象者：高度化事業用に土地等を譲渡した個人・法人
対象施設：土地等

（地方税）
・固定資産税の軽減
→取得した機械及び装置について新たに課されることになった年度

から 3 年度分に限り 1/2 に軽減し、資金繰りの安定を図るもの
対象者：共同利用機械を取得した事業協同組合等
対象施設：共同利用のための機械及び装置

・不動産取得税の免除・軽減
→組合不動産を取得した日から５年以内に組合員へ譲渡した場

合、組合への不動産取得税を免除し、二重課税を防ぐもの 等
対象者：（免除）集団化事業の用に供する不動産を、5 年以内に組

合員へ譲渡した事業協同組合等
（軽減）共同施設用建物を取得した事業協同組合のみ

対象施設：（免除）集団化事業の事業用の不動産
（軽減）保管、生産、加工、修理又は展示の用に供する

家屋、試験及び研究の用に供する家屋
・事業所税の非課税
→大都市の都市環境の整備に必要な財件を確保するための目的

税であるが、中小企業者の事業の共同化を行い、集積の活性化
に寄与する事業であるため、高度化事業は非課税となっている。

対象者：東京都（特別区の区域）、政令指定都市、人口 30 万人以
上の政令で指定する市等の事業協同組合等

対象施設：工場、研究施設、情報サービス業を行う事業場、倉庫及び
共同施設並びにこれらの附属設備

予算上の

措置等の

要求内容

及び金額

―



上記の予算

上の措置等

と要望項目

と の 関 係

―

要望の措置

の 妥 当 性

中小企業者が集団化事業を実施する際には、旧来の事業場等
から新たな団地に移転・進出するため、土地、建物、機械等の
取得に多額の資金を要する。
保有資産を売却・交換して団地へ進出する際に、売却・交換

時の譲渡益に対する税負担を繰り延べる本措置は、通常、資金
繰りが逼迫している中小企業者にとって高度化事業開始時にお
ける投資のための自己資金を充実させることになり、高度化事
業の効果を高める。
また、中小企業の競争力に資する産業集積の維持等に寄与す

ることから、政策目的を達成するための政策手段として的確で
ある。
なお、高度化事業は貸付けを受けようとする組合等に対し

て、国が定めた実施要領に基づき事業計画の診断・助言が行わ
れるものであるが、事業実施者をあらかじめ限ることはなく、
また、税についても必要最小限の特例措置である。

こ

れ

ま

で

の

租

税

特

別

措

置

の

適

用

実

績

と

効

果

に

関

連

す

る

事

項

租税特別

措 置 の

適用実績

年度 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１
適用組合数 ０ １ ０ １ ０
損金算入額 ０ １０８ ０ ５９ ０

（百万円）
(独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施したアンケート調
査)

なお、高度化事業は中小機構と都道府県が一体となって行う
融資制度であり、活用に当たっては都道府県の財政状況に影響
を受ける。昨今の都道府県の財政逼迫を受けて、活用が落ちこ
み、適用件数も伸び悩んでいるが、今後も大型の集団化事業が
予定されており、税制活用が見込まれる。

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果

(手段として

の有効性)

本措置により、生産性向上のための新たな投資が可能とな
り、売上向上等につながる。また、借入金の軽減により資金繰
りが安定化し、事業の円滑な実施が期待できる。

なお、特例利用後の組合の納税額を調査したところ、高度化
事業の実施により軽減税額に比して増収の効果が認められる。
○Ｎ協同組合（適用：平成１１年度）

・軽減額：２８，０９７千円（推計）
・１１年度～１９年度納税額：３，１８４，９３４千円

○Ｋ協同組合（適用：平成１３年度）
・軽減額：１０６，０２９千円（推計）
・１３年度～２０年度納税額：１４０，９８５千円

○協同組合Ｓ（適用：平成１３年度）
・軽減額：１１，０２１千円（推計）
・１３年度～２０年度納税額：３４０，５８５千円

また、本措置を利用した組合員は、利用しなかった組合員と
比べて平均売上伸び率が高くなっている。
○Ａ協同組合（１８年度→２０年度）

利用した組合員：１５．１％
利用しなかった組合員合計：－２．０％

また１３年度に適用した３組合について同様に比較したとこ
ろ、利用した組合員の平均伸び率の方が高くなっている。
○３組合における比較（１３年度→２０年度）

利用した組合員：４．６％
利用しなかった組合員：１．７％

前回要望時

の達成目標
―



前回要望時

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由

―

これまでの

要 望 経 緯

昭和 44 年度 創設 対象事業：集団化事業（工場、店舗、貨物
自動車ターミナル、倉庫）

昭和 50 年度 延長
昭和 55 年度 延長･拡充 対象事業に施設共同利用事業（工場、店

舗、貨物）を追加
昭和 57 年度 拡充 対象事業に施設共同利用事業（建設業）を

追加
昭和 60 年度 延長
平成２年度 延長
平成３年度 延長
平成４年度 拡充 対象に工場等集団化事業の研究開発部門及

び事務部門を追加
平成７年度 拡充 対象事業に中小企業創造活動促進法の認定

に基づく施設集団化事業を追加
平成８年度 延長･拡充 小規模集団化事業の要件緩和及び情報サー

ビス業の中小企業者の範囲の拡充
平成９年度 拡充 対象事業に地域産業集積活性化法の認定に

基づく施設集団化事業を追加
平成 10 年度 拡充 対象に中心市街地及び近接地域の準工業地

域を追加、地域産業集積活性化法の認定に
基づく施設集団化事業の対象に舶用機関製
造業を追加

平成 12 年度 拡充 中小企業者の範囲の拡充
平成 13 年度 延長
平成 18 年度 延長 対象から、工場立地法、都市計画区域内の

造成団地、旧環境事業団法、農用地又は干
拓地以外の農用地の造成、低開発地域工業
開発地区に係る措置、特定農山村地域内の
所有権移転等促進計画及び沿道地区計画の
区域内の沿道整備権利移転等促進計画に定
める買換えを除外
譲渡資産の土地等面積要件の畜産農業用特
例を廃止
臨港地区等における措置を認定
総合効率化計画に限定船舶の買換え対象を
限定


